


































































































事例 09 島根県邑智郡美郷町美郷町役場

小さな町だからこそ
実現する、
顔の見える連携と支え合い

自治体名 美郷町役場

島根県邑智郡美郷町都道府県・市区町村

所在地域の人口動態や地域特性について教えてください

本町は旧邑智町と大和村の合併により面積は広いものの、約 88％が山林で居住区域は限られています。町
内の医療機関は、町立診療所 1 か所、開業診療所 1 か所、歯科診療所 1 か所と少なく、いずれも診療日や
時間が限られているため、初期対応が中心となっています。専門的な治療や入院が必要な場合は町外の医療
機関に依存しており、通院には近くても約 30 分、遠方では 1 時間半程度かかるなど、住民の負担が大きい
です。
介護保険施設は特別養護老人ホーム 2 か所、養護老人ホーム 1 か所、小規模多機能 1 か所、グループホー
ム 1 か所がありますが、医療的ケアが必要になると町内での受け入れが難しく、遠方の施設へ入所するケー
スが多いです。また、面積が広いことから複数の市町に隣接しており、医療機関に近い地域では訪問診療や
訪問看護が受けられる一方、中央部では距離の問題から医療的ケアや 24 時間対応が十分に行き届いていな
い状況があります。
がん末期で麻薬を使用する場合は、麻薬管理ができる訪問診療医がいなければ在宅療養の継続は難しい状況
にあります。また、緊急時には救急搬送により総合病院へ入院となるため、在宅療養を希望し自宅で過ごし
ていても、最期は病院で迎えるケースが多いのが現状です。

■ 地域の実態・ニーズとその支援

美郷町
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町立診療所における訪問看護事業設置に向けた動きがあったとのことで、具
体的に教えてください

訪問看護ステーションから、職員の退職により人員基準を下回る見込みとなり、事業継続について相談があ
りました。これを受け、県や広域保険者、事業所、町役場の担当者が集まり、状況の共有と対応の検討を行
いました。その中で、離島等相当サービスの活用や、町立診療所によるみなし訪問看護の開設を検討し、診
療所の医師や看護師が前向きであったことから準備を進めました。
その後、訪問看護ステーションは看護師を確保し、さらに診療所でもみなし訪問看護を開始したことで、訪
問看護体制は 2 か所に拡充されました。

訪問看護事業所のニーズを把握するための取り組み、訪問看護への期待を教
えてください

町内の介護保険サービス事業所とは、地域包括支援センター（町直営）を事務局として、2 か月に 1 回の連
絡会を開催し連携しています。日頃から事業所間で密に情報交換を行い、地域から寄せられる声や困難事例
についても共有・フィードバックしています。
一方で、訪問看護は単独訪問や夜間対応など特有の負担が大きく、人材確保が難しい状況にあります。地域
のニーズを踏まえると、将来的には 24 時間対応が可能となればと思っています。

■ 医療ニーズ・在宅療養支援に関する状況

総人口（人）

令和２（2020）年の総人口を 100 としたときの総人口の指数

2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年

4,355 3,854 3,430 3,083 2,780 2,506 2,253
100.0 88.5 78.8 70.8 63.8 57.5 51.7

人口 
（人）

(R7.1.1)

高齢
化率
(%)

面積
(㎢）

人口密度
（人 /㎢）

訪問看護
ステーション数

（R5.10.1）

人口１万人
対訪問看護

ステーション数
（R5.10.1）

訪問看護ステーションの
看護職員数（常勤換算）

（R5.10.1）

訪問看護ステーション
平均常勤換算数

（R5.10.1）

病院総数
(R5.10.1)

4,034 47.9 282.9 14.3 1 2.5 2.6 2.6 0
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訪問看護の提供に影響を及ぼす地理的状況に関する支援や対策について
教えてください

県では、患者宅までの移動に片道 30 分以上かかる場合、訪問看護に 1,500 円、訪問診療に 4,000 円
を補助する制度を実施しています。町もこの制度（島根県医療介護総合確保促進基金市町村支援事業）
を活用し、申請を行っています。

■ 訪問看護サービス確保・提供

住民ニーズを満たすため、訪問看護資源をどう維持すべきだと考えますか？

町立診療所は、役場が看護師の採用を担っているため、継続は可能と考えられます。一方で、民間事業
所については人材確保が難しく、今後の事業継続に不安があります。どのような支援策で維持していく
べきか、明確な方向性が見えていないのが現状です。

美郷町役場
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■ 地域における医療・介護人材確保・支援体制

■ 訪問看護サービスに係る特例居宅介護サービス（離島等相当サービス）制度活用状況

地域の医療人材確保に関する課題について教えてください

離島等相当サービスの導入を検討する中で、仮に 1.5 人配置で運営する場合、1 人が管理者と看護師を兼務
することになり、訪問看護の質を維持できるか懸念されました。また、広域保険者として一度開設すると他
の町にも同様の動きが広がる可能性があるため、質を担保する観点から慎重になっています。

特例居宅介護サービス費（離島等相当サービス）は、今後、活用がより検討
される制度だと思いますが、どうすれば活用しやすくなると思いますか ?

前例がない中で書類を一から作成するのは難しいため、他自治体の事例が公表されていれば、より取り組み
やすくなると思います。

地域の医療人材確保に関する対策について教えてください

看護師・ケアマネジャー・介護福祉士などの有資格者が町内の事業所で働くと、町内で使えるポイントが
1 年間で 20 万ポイント（20 万円相当）支給される制度があります。さらに定住した場合は、5 年間で合
計 100 万円分（年 20 万円× 5 年）のポイントが支給される仕組みがあります。
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自治体のお立場から、地域の訪問看護提供体制を強化するための方策に
ついてどのようにお考えですか？

医療ニーズが高い方は在宅生活の継続が難しく、入院や遠方の施設へ入所するケースが多いのが現状で
す。このため、医療体制が整った病院併設の訪問看護事業所に頼らざるを得ない状況にあります。現実
的にも、病院併設であれば 24 時間対応がしやすいという利点もあると考えます。

地域の医療提供体制を整備するために行った支援があれば教えてください

町では全域に光ファイバーを整備し、各家庭に IP 告知端末を設置して通信・放送サービスを提供でき
るようにしました。この端末を活用し、自宅でオンライン診療を受けられる環境も整えていますが、対
面で診療する必要のある住民が多く、利用はあまり進んでいないです。

■ その他の制度について

美郷町役場

52



53
写真提供：美郷町

美郷町役場
島根県邑智郡美郷町粕渕 168 番地

訪問看護事業所の地域における役割や期待していることを教えてください

独居や高齢者のみの世帯が半数以上を占めており、家族が遠方にいても施設入所を選ばず在宅生活を続ける
人が多いです。このため、在宅で医療サービスを提供する意義は大きく、有資格者には地域に出て積極的に
活躍して欲しいです。

今後、訪問看護事業所と自治体の間で必要な支援について教えてください

課題は共有しなければ見えにくいため、引き続き情報交換を密に行い、関係者が一体となって支援できる体
制づくりを今後も継続したいと思います。

■ 今後の展望について

美郷町は、江の川が南北に流れ、緑豊かな山々に囲まれた自然あふれる町です。インドネシアのバリ島・
マス村との交流も盛んで、山あいの町でありながら国際的な雰囲気も感じられます。ジビエ料理も魅力
の一つです。小さな町だからこそ、診療所や訪問看護、町役場との距離も近く、顔の見える関係の中で
支え合える地域です。ぜひ一度、美郷町に足を運んでみてください！

管理者からの一言
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事例 10 小値賀町役場

島の人々の温かさと、
気さくな交流が生む魅力

自治体名 小値賀町役場

長崎県北松浦郡小値賀町都道府県・市区町村

所在地域の人口動態や地域特性について教えてください

本町は約 25 平方キロメートルの島で、大小 17 の島が点在し、うち 4 つは有人二次離島です。医療は常駐
医のいる町立診療所が中核であり、有人二次離島の住民は海上タクシーや町営船で通院することになります

（離島往診は月 1 回）。緊急搬送が必要な時にはヘリコプターや旅客船での搬送となり、特に脳血管疾患はヘ
リコプターで搬送されるケースが多く、日常的な医療アクセスおよび緊急対応の双方において地理的制約の
影響が大きいです。
町内の介護保険サービスは訪問介護・訪問看護・特別養護老人ホーム・グループホーム・小規模デイサービ
スが各 1 か所と限られています。医療ニーズの高い方は診療所（8 床）への入院や特養での対応になります
が、人材不足や医療処置対応の制約により入所調整が難航し、受け入れ困難なケースも生じています。

■ 地域の実態・ニーズとその支援

長崎県北松浦郡小値賀町

小値賀町
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■ 医療ニーズ・在宅療養支援に関する状況

訪問看護事業所のニーズを把握するための取り組み、訪問看護への期待を教
えてください

月に一度、訪問看護事業所・福祉事務所・行政の担当課が集まり、地域の健康管理について情報交換を行い、
関係機関で連携しています。
訪問看護へは、医療ニーズが高く、本来は在宅での生活が難しいケースであっても、訪問看護が積極的に関
わることで、できる限り住み慣れた自宅での生活を続けられるよう期待しています。一方で、訪問看護事業
所は開設間もないため対応できる医療処置に限りがあります。今後は、より多様な医療処置に対応し、在宅
での生活を支える力を高められると住民の皆さんの安心につながると思っています。

■ 訪問看護サービス確保・提供

訪問看護資源を確保するうえでの支援について教えてください

行政の専門職不足を補うため、訪問看護事業所に一部業務を委託しながら協働して地域づくりを進めていま
す。行政はケアマネジャーを通じて家族と連絡を取り、生活面や金銭面の課題を把握し、必要に応じて訪問
看護事業所と情報共有や同行訪問等の支援をすることもあります。また、介護予防に関する健康教育やアン
ケート結果のフィードバックを通じて、地域の健康課題を共有しています。

■ 地域における医療・介護人材確保・支援体制

地域の医療人材確保に関する課題と対策
について教えてください

有資格者不足が慢性的な課題となっています。そのよう
な状況の中、町では人材確保に向けて独自の就職支援金
制度を設けています。1 年以上の勤務見込みを条件に、
資格保有者には 20 万円、その他には 5 万円を支給して
おり、年間 3 ～ 4 人が活用しています。

総人口（人）

令和２（2020）年の総人口を 100 としたときの総人口の指数

2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年

2,288 1,993 1,732 1,504 1,300 1,117 963
100.0 87.1 75.7 65.7 56.8 48.8 42.1

人口 
（人）

(R7.1.1)

高齢
化率
(%)

要介護
認定率
（%）

面積
(㎢）

人口密度
（人 /㎢）

訪問看護
ステーション数

（R5.10.1）

人口１万人
対訪問看護

ステーション数
（R5.10.1）

訪問看護ステーションの
看護職員数（常勤換算）

（R5.10.1）

訪問看護
ステーション

平均常勤換算数
（R5.10.1）

病院総数
(R5.10.1)

2,115 52.1 9.3 25.5 83.1 0 0 0 - 0
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訪問看護の提供体制を強化するための手段として、拠点化を進めることにつ
いてどのようにお考えですか？

この町では、医療は診療所、介護は社会福祉協議会のケアマネジャーが中心的な役割を担っています。
このため、診療所や社会福祉協議会を中心に、各事業所が配置され連携する体制が、この町には適して
いると考えます。

■ 訪問看護の拠点化と連携強化の必要性

特例居宅介護サービス（離島等相当サービス）の活用状況について教えてく
ださい

地域では訪問系サービスがヘルパー 1 名に限られ、特に医療系訪問サービスの不足が課題となっていま
した。訪問看護の必要性がある中で、実際に担い手となる看護師の手上げをきっかけに、訪問看護事業
所設立に向けた検討が始まりました。一方で、町立診療所は人員体制からみなし訪問看護の実施が難し
く、別途整備が必要と判断されました。
行政は通常、他自治体の事例を参考に制度設計を行うことが多いのですが、離島では前例が少なく、規
則の作成や申請書類の整備も一から進める必要があり、参考となる事例が不足している状況でした。

■ 訪問看護サービスに係る特例居宅介護サービス（離島等相当サービス）制度の活用状況

特例居宅介護サービス費（離島等相当サービス）は、今後、活用がより検
討される制度だと思いますが、どうすれば活用しやすくなると思いますか？

保険者も含めて開設・運営の連携を進め、実績や事例を蓄積・発信していくことで、他の自治体が参考
にできるようになるのではないかと思います。

自治体のお立場から、地域の訪問看護提供体制を強化するための方策に
ついてどのようにお考えですか？

県からの訪問看護の実技指導や経験者による同行訪問などの支援があれば、看護提供体制が強化され、
在宅で対応できる医療内容も広がると思います。また、オンライン研修は活用可能な環境にある一方、
受講に時間を割くことで訪問看護事業所の収入減につながる課題があるので、研修参加を支えるための
財政的支援の検討も必要だと考えます。

■ その他の制度について

小値賀町役場
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地域の訪問看護提供体制の強化のため、過疎地域で有効と思われる仕組みに
ついてどのようにお考えですか？

自治体や事業所の小規模化が進む中では、各事業所が個別に運営するよりも、診療所を拠点に医療・看護機
能を集約し、連携していく体制が現実的と考えます。これにより、多様な職種やスキルを持つ人材が関わり、
互いの強みを補い合いながら経験の共有も進むと思います。
また、訪問看護の関与により生活環境が整ってきたと実感する町民もおり、こうした変化が広がることで「看
護師が関わることで在宅生活が整う」という理解につながると考えます。特に小規模な自治体では、口コミ
による広がりが重要な広報手段の一つとなると思います。

訪問看護サービス提供体制が維持されるために、自治体として事業所に期待
していることを教えてください

事業所は開設間もないため、まだ町民への認知度は高いとは言えない状況です。今後は、町民と訪問看護師
が直接顔を合わせる機会を増やすなど、顔の見える活動を通じて認知を高めていくことが必要だと思います。
また将来的には、ケアマネジャーを介さなくても、町民が気軽に訪問看護ステーションへ相談できる関係性
になることを期待しています。

■ 今後の展望

人材確保対策など検討している内容について教えてください

離島という特性を強みに捉え、本島では経験しにくい医療・介護を「魅力」として発信するアプローチが必
要だと考えます。また、離島という小規模コミュニティだからこそ、専門職一人ひとりの役割や影響が大きく、
専門性を活かした実践ができる点を訴求ポイントとしたいです。
今後は、在宅での看取りの実績を積み重ね、その過程を外部に発信することで、長期的な人材確保や関心集
めにつなげていきたいです。

五島列島の北部にある小値賀町は、その海岸美から島のほとんどが国立公園に指定されています。遠浅
で家族連れでも安心して楽しめる海水浴場があり、どこまでも広がるエメラルドグリーンの海を、まる
でプライベートビーチのようにゆったり過ごせる島です。島の人々もとても温かく、気さくに声をかけ
てくださるところが大きな魅力だと感じています。ぜひ、小値賀町にお越しください！

管理者からの一言

写真提供：小値賀町役場

小値賀町役場
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷 2376-1
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● 日本訪問看護財団　https://www.jvnf.or.jp/
　「調査研究」に本事業報告書・本事例集PDF掲載　https://www.jvnf.or.jp/kenkyu/
● 日本看護協会　eナースセンター　
　離島・へき地等で活躍する看護職　https://rural.nurse-center.net/

参 考 情 報 2

参 考 情 報 1

● 日本訪問看護財団
　・特別地域加算検索機能　　https://www.jvnf.or.jp/kenkyu/kaihatsu/
　　エクセルに事業所の所在地（都道府県と市町村）を入力すると、特別地域加算に該当する地域か確認すること
　　ができます！ぜひ参考にご利用ください。

　※あくまでも参考のため、算定の可否については、所在する都道府県・市町村等に必ずご確認ください（医療保険の場合は、厚生支局・都道府県事務所に確認を）　

条件： 事業所が特別地域に立地
対象： サービス費全体
届出： 必要

特別地域加算（15％）

条件： 事業所が中山間地域等＋小規模事業所
対象： サービス費全体
届出： 必要

中山間地域等における小規模事業所加算（10％）併算定不可

介護保険

条件： 利用者が中山間地域等に居住
対象： 当該利用者へのサービス提供分のみ
届出： 不要

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算（5％）

併算定可 併算定可 
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間地域等に居住する利用者にサービスを提
供する場合にあっては、算定可能

通常のサービス実施地域を越えて別の中山
間地域等に居住する利用者にサービスを提
供する場合にあっては、算定可能

特別地域訪問看護加算（50％）
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　　　 かつ
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